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通信2014

山口県金融広報委員会（山口県県民生活課内）
秋号

イベント報告

こんにちは、知るぽると山口通信です。
すっかり秋らしくなってきましたね。これから過ごしやすくなるこの季節…
少しおかねのことを考えてみませんか？（本号から３ページに誌面講座を始めました！！）

No.9

　昨年度に引き続き、子どものためのおかね教室　おかね博士になろう！を県内３箇所で開催し
ました。防府では初の開催となりました！暑い中、御参加・御協力いただきました皆様、本当に
ありがとうございました。

　今年度は初めて「中学生のための夏休み金融教室」を開催しました。
　最近身近に起こっている「スマートフォンや携帯電話」に関するトラブルの話や、「景気と金融
政策を学ぼう！」と題して、与えられた情報・シチュエーションから、景気への影響度や持続性を
考え・学ぶことをワークショップで体験していただきました。

８月５日（火）東山口信用金庫本店

８月８日（金）やまぎん史料館

８月６日（水）西中国信用金庫宇部支店

防府では初めての開催にも関わらず、当日は 39 名
の小学生・保護者の皆様に御参加いただきました。
防府会場では…なんと！！本物の１億円を持っても
らい、重みをしっかり体感していただきました。
お金の数え方も上手になったかな？？

下関会場では、にちぎんクイズに加えて、小さなマ
イクロ文字や深凹版印刷といった、お札の偽造防止
術を詳しく教えてもらいました。そして、実際にお
札を見て「こんなところに！？」と皆さんにお札の
秘密を見つけてもらいました！

宇部会場では、日本銀行下関支店 田嶋総務課長によ
る「にちぎんクイズ」西中国信用金庫 河原総務部長
による、おかねについてのお話などを皆さん熱心に
聞かれていました。みんな、お金についてしっかり
博士になれたようです☆

防府

下関

宇部

開催日時　：

開催場所　：

主　　催　：

内　　容　： 〇講話「ネット社会の事件簿」　
　　　講師：金融広報アドバイザー　須永静子　氏
〇ワークショップ「景気と金融政策を学ぼう！」　
　　　講師：日本銀行下関支店総務課長　田嶋治久　氏
〇日本銀行下関支店見学・体験

平成 26 年 8 月 19 日（火）14:00 ～ 16:00

日本銀行下関支店

山口県金融広報委員会、日本銀行下関支店
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公民館連携講座事業　開催状況

岩 国 市

下 松 市

防 府 市

山 口 市

山陽小野田市

末武公民館（12 月 3 日）

牟礼公民館（12 月 9 日）

阿東地域交流センター（2 月 5 日）

赤崎公民館（11 月 21 日）

岩国市教育委員会美和支所（12 月 5 日）

このような内容の講座を開催しています！

今後開催予定

今年度開催済み

・いざというときあわてないための身近な相続のはなし
・ちてきにすてきな老ひ支度　　
・知って納得！医療制度　　など

・子どものためのやりくり教室　
　カレー作りゲームでおかねの使い方を学ぼう！
・にちぎん出前教室（今年度からの新メニューです！）
　お札のヒミツを探ろう！

小学生向け 成人向け

周防大島町

岩 国 市

下 松 市

周 南 市

山 口 市

山陽小野田市

下 関 市

長 門 市

大島文化センター　東和総合センター

米川公民館

岐山公民館

徳地地域交流センター　秋穂地域交流センター　大殿地域交流センター

須恵公民館

豊北生涯学習センター　殿居公民館

長門市中央公民館

中央公民館灘地区　中央公民館通津分館　本郷ふるさと交流館　玖珂総合センター
岩国市教育委員会錦支所

　今年度も県内各公民館との連携講座事業を開催中です！小学生から高齢者まで幅広い年
齢層に向けた各種講座を行っています。
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金融広報アドバイザーによる身近な誌面ミニ講座

　本号から、当委員会が委嘱する金融広報アドバイザーによる誌面ミニ講座を掲載します。
　皆さんの生活に、より身近な金融・経済に関する情報をお届けできればと思います。

「より使いやすくなる NISA 制度」

　NISA とは、投資信託や株式・ETF・REIT などを新規に購入した場合に、その後発生する売却に
よって生じる利益・配当・収益分配金などに関わる税金（税率 20.315％）が 5 年間非課税になる
制度です。
　本制度は対象となる金融資産を保有する投資家に一定の優遇制度を講じて、投資家の資産形成を
支援することを目的に導入されました。

　NISA 制度の主な内容は次のとおりです。

●非課税対象　　　株式や投資信託などの売却益や収益分配金（配当など）
●非課税枠　　　　毎年 100 万円まで（非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越すことはできません）
●非課税期間　　　5 年間
●非課税対象総額　最大 500 万円（年間 100 万円× 5 年間）
●制度の継続期間　10 年間で毎年 100 万円ずつの非課税枠が与えられます。
● NISA 口座資格者　20 歳以上

　イギリスなどですでに実施されている制度で、1998 年に制度が始まって以降、国民の総人口の
約 38％に相当する 2,380 万人が利用しており、家計金融資産総額約 500 兆円の１割が非課税の
恩恵を受けています。

　日本においては今年から始まった NISA 制度ですが、金融庁の発表によると 6 月までの半年間で
NISA での投資額が 1 兆 5,631 億円にのぼり、NISA 口座の開設数は 727 万口座におよびます。
多くの方が関心をもち、活用を始めている様子が見てとれます。

　スタートしたばかりの NISA の制度ですが、すでに政府ではこれらのルールの一部を緩和したり、
緩和する方向で検討を行っています。現時点では次のことが挙げられます。

＜ 2015 年から変わるもの＞
・NISA 口座開設金融機関の毎年選択（毎年異なる金融機関で NISA 口座を開設可能に）

＜ 2016 年からの制度変更が検討されているもの＞
・NISA の非課税期間の延長（非課税期間の 5 年間をさらに長くすること）
・年間の非課税枠の拡大（現在の年間 100 万円から 200 ～ 300 万円へ拡大）
・NISA の口座開設資格者年齢の引き下げ（現在の 20 歳からを引き下げて 18 歳に）
・子ども版 NISA の創設（0 歳から 18 歳までの子どもが対象）

　多種多様な金融商品や上記のような制度が充実する一方で、金融や金銭教育の普及は十分とは言
えません。本来は逆にする必要があるのですが、国民全体がそのような知識やノウハウを身につけ
るための状況整備にはまだまだ時間がかかりそうです。時間も大切な財産です。時間を無駄にしな
いためにも自分から動いて、金融・金銭知識をより向上させていく必要性が高まっています。

第 1 回目は・・・平田浩章アドバイザーによる

です！！
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　ここ数年では、比較的涼しさの感じられる夏でしたね。皆さんは今年の「夏」は、どう
お過ごしでしたでしょうか？私は…これまでのヘタレな私では全く考えられませんでした
が ･･･ まだまだ素人ながら、ランニングを始めました o(^ ^)o いつまで続くかわかりませ
んが、人って変わるもんです！昨年までは、あえて夏バテして痩せようという、何とも無
謀な考えでしたが、今年は健康的に夏を乗り切れたようです！食欲もモリモリです～（笑）

発行元
山口県金融広報委員会事務局
〒 753-8501 山口市滝町 1-1 山口県県民生活課内
TEL　083-933-2608
ホームページ：http://www3.boj.or.jp/shimonoseki/save.htm

編 集 後 記

山口県警察からのお知らせ

 

　振り込め詐欺・買え買え詐欺の被害は、未だに後を絶ちません。犯人は、あの手この手
を使って、皆さんの大事な財産をだまし取ろうとしてきますので注意してください。

ランニングの大事な相方☆
日焼けは目からもするそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

還付金等詐欺 
オレオレ詐欺（息子等をかたるもの）   

息子になりすまし、 
「携帯電話を変えた」 
「風邪を引いて声が変わった」 
「女性を妊娠させて慰謝料が必要」  

等と電話し、振り込みを要求。 

オレオレ詐欺（警察官等をかたるもの）   

警察官や官公庁職員を名乗る
者から電話がかかり、 
 「手続きにｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞが必要」 
等と話した後に別の者が訪れて、
通帳やカードをだまし取る。 

★ 電話帳などで公表され 

ている連絡先に確認する。 

★ 警察や官公庁を名乗っ 

ても、絶対に知らない人 

にカード等を渡さない。 

市役所職員等を名乗り、 
 「医療費の還付金がある」 
等と電話をかけ、還付手続きと
称してＡＴＭに誘い出し、犯人
の口座に現金を振り込ませる。 

架空請求詐欺 

融資保証金詐欺 

メールやハガキを送り、「サ
イト登録料」等の名目で、 
 「支払わないと裁判になる」 
等と相手の不安をあおり、現
金を振り込ませようとする。 

ＦＡＸや電話で「低金利、即
融資」等をうたい文句に融資す
る旨を告げ、その保証金等の名
目で現金を振り込ませる。 

★ 行政機関職員がＡＴＭの操作を

依頼することはありません。 

★ 現金書留以外での現金送付は禁

止されています。レターパックや、

ゆうパックで現金を送るように指

示されたら詐欺を疑いましょう。 

★ 「必ずもうかる。絶対に損はし

ない。」といった上手すぎる話には

要注意です。慎重な対応を！ 

★ その他不審な電話、封書等につ

いては一人で判断せずに相談を！ 

買え買え詐欺の主な手口 

と言われ、名義を貸してしまうと、別の犯人から、 

と言われる手口です。 

★ 「あなたしか購入できない」、「名義を貸して欲しい」と言

われたら詐欺を疑うこと。 

★ 現金を要求されてもすぐに送金しないこと。 

 □□社のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄが届いていませんか。届いた 
人しか購入できないので、名義だけ貸して欲しい。 

実態のない会社の未公開株や社債などの購入の勧誘、またダ
イヤモンド等の宝石、仏像等の美術品の売買を名目としてパ
ンフレットを送付してくる。・・・すると犯人から、 

 名義貸しは法律違反で、警察に逮捕されます。 
トラブルを解決するには、お金を支払わなければならない。 

★ 振り込む前に本当の息

子や家族に事実を確認す

る。（変わる前の電話番号

に電話する。） 


